
1 大 会 目 的

2 大 会 名 称 第３１回高知県サッカー選手権大会
3 主 催 （一社）高知県サッカー協会
4 共 催 （株）高知新聞社　（一社）共同通信社

5 主 管 （一社）高知県サッカー協会　第１種委員会
6 後 援 高知県・（公財）高知県スポーツ協会

7 開 催 期 日 １ 回 戦 高知県立春野運動公園球技場

及 び 会 場 ２ 回 戦 日高村総合運動公園多目的広場

準 決 勝 高知県立春野運動公園球技場

決 勝 高知県立春野運動公園陸上競技場

閉 会 式 決勝戦終了後

8 参 加 資 格

9 開 催 方 法 ６チームによるトーナメント方式にて、高知県代表をチームを決定する。

（J3:１チーム　　四国リーグ:２チーム　　県ﾘｰｸﾞ:2チーム　　大学チーム:1チーム）

10 競 技 規 則 大会実施年度の日本サッカー協会「サッカー競技規則」による。

11 競 技 方 法 (1) 試合時間は８０分（決勝戦は９０分）とし、勝敗の決しない場合はＰＫ方式。

決勝戦のみ、２０分間の延⾧戦１回を行う。なお勝敗が決しない場合はＰＫ方式。

(2)

(3) 選手エントリーは３０名までとし、選手証を持参のこと。（選手証のない選手は、参加できない）

(4) 選手変更については、所定の手続きを行い、大会当日に大会本部に提出のこと。

(5) ユニフォームは正・副２着を持参のこと。

(6)

(7) 決勝戦はマッチコミッショナーを配置する。また、試合開始70分前にマッチｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞを行う。

(8) 危機事象（雷鳴・落雷・天変地異等）発生時における試合運営については、大会本部で決定する。

12 参 加 申 込

(1) 申込締切日

２０２６年２月２２日（日）２４:００までに提出すること。

(2) 提出先

〒780-0843　高知市廿代町１５－１９－７０１

　（一社）高知県サッカー協会　天皇杯担当　福冨和平治

メールアドレス:w_fukutomi2002fc@yahoo.co.jp　　PDF不可

13 参 加 料 １・２回戦まで:10,000円　準決勝まで:30,000円　決勝戦まで:40,000円とする。

但し、高知ユナイテッドスポーツクラブは100,000円とする。

２月２５日の抽選会で徴収します。

14 抽 選 会 日　時:２０２６年　２月２５日（水）１８:３０～

会　場:高知市総合体育館２Ｆ第４会議室　ＴＥＬ　０８８（８３３）４０６１

15 ユニフォーム

(1)

2026年7月26日(日)

大会実施年度の日本サッカー協会ユニフォーム規定よる。但し、以下の項目については特に本大会用として規定を定
める。

別紙「参加申込書」「プライバシーポリシー同意書」に必要事項を記入の上、期日までに下記内容を遵守して電子
メールで申し込むこと。

ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）は正の他に副として、正と色彩（濃淡）が異なり判別しやすいユニフォー

１回戦・２回戦は2025年度、準決勝及び決勝戦（代表決定戦）は2026年度第１種に加盟登録したチーム
で、且つ選手が当該チームの登録選手であること。

選手交代については、競技開始時に登録した最大７名の交代要員の中から５名までの交代が認められる。交代回
数はハーフタイムを除き３回とする。なお延⾧戦は1回追加できる。

メンバー表の提出は、試合開始７０分前（決勝戦は９０分前）までに選手証を添えて提出のこと。（選手証のな
い選手は出場できない）

２０２６年度　第31回　高知県サッカー選手権大会
（天皇杯JFA第１０６回天皇杯全日本サッカー選手権大会高知県代表決定戦）

実施要項

2026年3月8日(日)

2026年4月26日(日)

2026年5月10日(日)

2026年7月26日(日)

本大会は、第１種及び第２種加盟登録団体（チーム）が高知県サッカー界最高の覇者になる栄誉を競
うと共に競技を通じ、体力と人格の向上を期し、サッカーの普及発展に寄与することを目的とする。
優勝チームは第１０６回天皇杯全日本サッカー選手権大会の出場権を得る。



(2)

(3)

(4) ユニフォームに他のチーム（各国代表・プロクラブチーム等）のエンブレム等が付いているものは着用できない。

(5)

16 懲 罰 (1)

(2) 本大会は、(公財)日本サッカー協会「懲罰規程」に則り、大会規律委員会を設ける。

(3)

(4)

(5)

(6) 本実施要項に記載事項にない懲罰に関する事項は、大会規律裁定委員会にて决定する。

17 そ の 他 (1) 本大会要項に違反と認めたチ－ムについては、本大会規律裁定委員会の決定事項に従うこと。

(2)

(3)

【急激な天候不順等による対応方法】

①雷鳴があった場合は30分間の中断

②中断中に再び雷鳴があればそこから30分間の中断

③中断時間の累計が60分になれば試合中止

④集中豪雨等で試合ができない場合も中断時間の累計が60分になれば試合中止

※WBGTの数値が31以上になった場合も同様とする

※中断後の天候に問題がないと判断した場合は、10分間のアップ時間を取り試合再開とする

【中止後の勝敗の決定方法】

①前半の途中で中止が決定した場合⇒不成立（抽選により勝敗を決定）

②前半終了後に中止が決定した場合⇒成立（その時点での点差で決定、同点の場合は抽選で勝敗を決定）

(4) 熱中症対策ガイドラインにより試合時間を調整する場合がある。

18 問 合 せ 先 （一社）高知県サッカー協会事務局 担当者:福冨和平治

TEL:O88-875-3115 携帯:090-4501-5268

FAX:088-872-1151

チームの責任において、傷害保険に加入すること。なお、高知県サッカー協会は、試合会場での応急処置のみを行
う。緊急を要する場合は、救急者の手配をするとともに、現場で可能な限り対応する。

落雷等自然災害の発生時においては、「落雷事故防止対策マニュアル」に従い、大会本部の判断により試合を中止
することがある。中止された試合については再試合を原則とするが、別途定めるところにより、勝敗を決定する。

大会規律委員会の委員⾧は(一社)高知県サッカー協会規律・フェアプレー委員⾧とし、委員については委員⾧が决
定する。

本大会期間中に警告を2回受けた選手・チーム役員は、次の1試合に出場できない。ただし、決勝戦での警告は消
滅する。

ム色彩を参加申込書に記載し、各試合に必ず携行すること。（ＦＰ・ＧＫ用共）シャツの色彩は審判が通常着用
する黒色と明確に判別し得るものでなければならない。

選手番号は参加申込書に登録した選手番号を付けること。ユニフォームのシャツが縞（縦縞も横縞も）の場合は、
台地（白布地等）（縦３０ｃｍ×横３０ｃｍ位）に背番号を付け、判りやすくすること。

ユニフォームへの広告表示については本協会「ユニフォーム規定」に基づき承認された場合のみこれを認める。なお、会
場によって広告掲出料が発生する場合は、チーム負担とする。

ストッキング（ソックス）の上にテープやバンテージを巻く、あるいはアンクルサポーター等を着用する場合、そのテープ等
の色はストッキング（ソックス）と同系色のこと。ただし、チームで統一すること。

本大会は懲罰規定の同一競技会とみなし、予選終了時点で未消化の出場停止処分は本大会において順次消化
する。ただし、警告の累積による場合を除く。

本大会において退場を命じられた選手・チーム役員は、自動的に次の1試合に出場できず、それ以降の処置について
は、大会規律裁定委員会において決定する。


